
仮処分決定

当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の平成28年(ヨ)第154号仮処分命令申立事件について，当裁判

所は，債権者らの申立てを相当と認め，債権者らに共同の担保として金50万円の

担保を立てさせて，次のとおり決定する。

主文

1債務者は，自ら又は代理人若しくは第三者を介して，別紙書籍目録記載の著作

物を出版，販売または頒布してはならない。

2債務者は，上記著作物の製品（半製品を含む）の占有を解いて，横浜地方裁判

所執行官に引き渡さなければならない。

3横浜地方裁判所執行官は，上記記載の著作物の製品（半製品を含む）を保管し
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なければならない。

平成28年3月28日

横浜地方裁判所第3民事部

裁判官有 賀直 樹

これ'は正本である。

同日同庁

裁判所書記官 藤枝芳一
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〒104-0042

当事 者 目 録

東京都中央区入船1－7－1（本部I

債権者部落解 放同 盟

上記代表者組坂繁之

〒104-0042東京都中央区入船1－7-1(本部）

債権者組坂繁之

〒104-0042東京都中央区入船1－7-1(本部）

債権者片岡明幸

〒104-0042東京都中央区入船1－7-1本部）

債権者西島藤彦

〒104-0042東京都中央区入船1－7-1(本部）

債権者藤 川正樹

〒104-0042東京都中央区入船1－7-1本部）

債 権 者 宮瀧順子

’

【別紙】

気付

気付

気付

気付

気付

〒los-oooa 東京都港区西新橋1-20-1サンクレスト武井301

むさん社会福祉法律事務所

債権者ら代理人弁護士河村健夫

電 話0 3- 5510-2940

FAX03-5510-2941



東京都江東区亀戸2－28－3アセッツ亀戸4贈

墨東法律事務所

債権者ら代理人弁護士 山本志都

電 話 0 3 - 5 628-5633

FAX03-5628-5634

〒136-0071

●

ビル4階東京都新宿区高田馬場4丁目28番19号：

暁法律事務所（送達場所）

債権者ら代理人弁護士指宿昭一

同、中井雅人

電話03-64 2 7 - 5 9 0 2

FAX03－6427-5903

きりしま〒169-0075
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神奈川県川崎市多摩区三田4－1－11－5号

債務者示現舎 合 同 会 社

上訓鋪臓韻宮部龍彦

〒214-0034

(巡適場汽)̂"l興雇餅緑ｻ立ﾑTB1-13Iぬ号
L-Km仏蕊ケ丘ﾕ秘ズ

イ
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(別 紙）

書籍目録

書籍名

副題

編者

体裁

全国部落調査

部落地名総鑑の原典

示現舎

A 5サ イズ 全2 00頁横書き 活字
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